
　１．はじめに

　高齢社会の到来により、わが国の人口構造は大き
く変化しつつある。総人口の減少、生産年齢人口の
減少は経済、社会の在り方にも大きな変革をもたら
し、その影響は身近な生活にまで及んでいる。高齢
者（65歳以上の者をいう）の交通事故の問題も高齢

社会の進展から派生してきた大きな問題の一つであ
り、特に交通事故死者に占める高齢者の割合の一貫
した上昇は、必然的に交通事故施策における高齢者
の交通事故抑止対策のウェイトを高めており、今後
とも高齢者の交通事故の低減が道路交通政策におけ
る喫緊の課題として注目されるものと考える。
　これまで政府として交通事故抑止に積極的に取り
組んできた結果、平成21年の死者数は、最も多かっ
た昭和45年の交通事故死者数16,765人の３分の１以
下に減少し、昨年57年ぶりに5,000人を下回ったもの
である。しかし、最近の死者数の減少傾向を見ると、
過去10年間（平成12年〜21年）の全死者数の減少率が
−45.8％（9,066人→4,914人）であるのに対し、 高齢者
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の死者数の減少率は−22.6％（3,166人→2,452人）であ
り、全体の減少率の半分と小さく、結果として高齢
者の死者数が顕在化した実態も見える。
　国立社会保障・人口問題研究所の推計では１）、21
世紀の半ばには５人に２人が65歳以上の高齢者とい
う社会が到来すると予想されている。このような中
で交通事故を取り巻く現状が今の水準のままで推移
した場合、高齢者の死者数が一転増加に転じ、減少
を続けてきた交通事故死者数が再び増加に転ずる事
態が招来されることも危惧されるものである。
　交通事故を抑止することは政府として取り組むべ
き最重要課題の一つであるが、この課題を解決する
ための鍵を握るのはまさに高齢者の事故抑止である
と言うことができ、このような認識のもと、高齢者
を取り巻く交通事故の現状と課題を明らかにすると
ともに、交通事故低減のためになすべき対策につい

て考察する。
　なお、文中の意見にわたる箇所は私見であること
を予め断っておく。

　２．高齢者を取り巻く交通事故の現状について：
　　　平成21年の事故情勢

　２−１　年間何人が亡くなっているか
　Fig.1は過去10年間の交通事故による死者数の推移
を見たものである。全体の死者数、高齢者の死者数と
も近年は減少傾向にあるが、高齢者の死者数の減少
率が小さいことを反映して、全体の死者数に占める
高齢者の割合は一貫して増え続けている。この10年
間で15％増加し平成21年の高齢者の死者数2,452人は
全体の死者数4,914人の49.9％を占めるに至っている。
この傾向は平成22年になっても続いており、平成22
年の速報値では50.4％と初めて50％を超えた。
　なお、人口の多寡の影響を取り除くため人口10万
人当たりの交通事故死者数を年齢別に見たのが Fig. 2
である。年齢が高くなるほど死者数は高くなってお
り、高齢者の死者数は他の年齢層の２倍以上である
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Fig. 1　交通事故死者数・高齢者構成率の推移
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Fig. 3　原付以上運転者（第１当事者）の年齢層別死亡事故件数
の推移



ことがわかる。
　Fig.3は原付以上運転者（第１当事者）の年齢層別事
故件数の推移を示したものである。若年層が大きく
減少している中で高齢層特に75歳以上の高齢運転者
の事故件数は絶対数としては少ないものの、他の年
齢層の減少傾向とは異なり近年増加傾向にあること
がわかる。
　また、免許保有者の多寡による影響を取り除いた
免許保有者10万人当たりで死亡事故件数を比較する
と平成20年中の高齢者は13.3件で、全年齢平均5.78件
の約2.1倍であり（Fig.4）、 過去10年間の推移でも特に
年齢の高い高齢者で大きく増加している。
　２−２　どのような状態で事故が発生しているか
　Fig.5は平成21年中の交通事故による死亡者を状態
別・年齢層別にグラフ化したものである。死者数の
かなりの部分を歩行中の高齢者が占めていることが
わかる。その数1,202人は、高齢者の死者全体の49％
を占め、高齢者以外の年齢層での平均が約21％であ
ることと比較して高いことが特徴的である。歩行中
の全死者1,717人のうち70％を高齢者が占めているこ
とになる。次に多いのが自動車乗車中の高齢者であ

り、その数592人は自動車乗車中の死者の37％に当た
る。
　２−３　いつ事故が発生しているか
　Fig.6は平成21年中の死者数を事故発生時間毎にグ
ラフ化したものであるが、発生時間にばらつきがあ
る中で夕方の時間帯に一つのピークが見られ、その
ピークを形成しているのは歩行中の死者であること
もわかる。
　Fig.7は歩行中の死者について、高齢者と高齢者以
外に分けて事故発生時間別に計上したものである。
高齢者は夕方の17時台から19時台に一つの顕著なピ
ークがあるが、高齢者以外には存在しない。17時台
から19時台の時間は、夏季と冬季および地域によっ
て若干違うが、ほぼ日没後の薄暮の時間帯に相当す
る。
　２−４　どのような原因で発生しているか
　Fig.8は自動車運転者が第１当事者となった死亡事
故について主な法令違反別の構成率を高齢者と高齢
者以外の年齢層で見たものである。このグラフから、
高齢運転者と高齢者以外の運転者では犯す違反に違
いがあるのが認められる。高齢者では一時不停止違
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反、通行区分違反、運転操作不適による安全運転義
務違反の割合が高く、高齢者以外で顕著に見られる
最高速度違反や脇見運転による安全運転義務違反の
割合は低いことがわかる。
　Fig.9は歩行者の側において違反がある場合の違反
別死者数を高齢者と高齢者以外の年齢層で比較した
ものである。
　歩行中の死亡事故について、歩行者の側に違反が
認められるものは高齢者で約６割、高齢者以外では
約７割に達している。高齢者の場合は横断歩道外横
断、斜め横断、車両前後横断のように道路の横断時
に発生しているものが特に多く、事故全体の約36％
を占めている。高齢者以外の横断違反が全体の約
25％であることと比較して特徴的である。

　３．高齢者の事故に係る考察

　３−１　高齢運転免許保有者の増加
　平成20年末現在における運転免許保有者数は、約
8,045万人で、初めて8,000万人を超えた。ここ数年、
免許保有者数全体の増加率が鈍化する中で、高齢運
転者の増加が顕著となっており、特に、75歳以上の
運転免許保有者数は約304万人（保有率23.0％）と、10

年前の約2.7倍に増加しており、平成30年には510万人
となるものと見込まれている。
　また、過去10年間の高齢者の免許保有率と自動車
乗車中の死者数に占める高齢者構成率は正の相関を
もって増大しており、高齢者の免許保有者数の増大
が確実と見込まれる状況において今後適切な対策が
講じられなければ極めて憂慮すべき事態を招来する
ことも危惧される。
　３−２　死者の高齢者構成率と高齢化率
　昭和42年以降、全体の死者数と高齢死者数は増減
を繰り返しているが、高齢者構成率は一貫して増加
している。この間、総人口に占める高齢人口の割合
を表す高齢化率も一貫して増加してきたものであり、
死亡事故死者数の高齢者構成率と高齢化率には正の
相関が見える（Fig.10）。なお、これら数値は単純な
比例関係にあるのではなく、高齢化率が高くなるほ
ど死者数の高齢者構成率はより増大しているように
見え、高齢化率の増大以外にも要因があることを推
測させるものとなっている。
　３−３　人口当たりの死者数
　Fig.2で人口10万人当たりの死者数は高齢層で大き
いことを示し、交通事故に遭遇した高齢者が死亡す
る確率が高いことを示したが、人口10万人当たりの
負傷者数（Fig.11）を見ると、16歳から24歳の若年者
層において最も多く、年齢が高くなるほど減少して
いることがわかる。負傷者数は事故発生件数に近い
数字となっているが、高齢者は事故件数がそれほど
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多くない中で死者数が多いという特徴的な事実を明
示するものとなっている（致死率が高い）。
　高齢化率の増大は致死率の高い年齢層の人口割合
の増大につながるものであり、死亡事故抑止の観点
からはマイナスに作用することとなる。死者数の高
齢者構成率が高齢化率の増大とともに加速して増加
しているように見えたのは、この事実が影響してい
ることも考えられる。
　３−４　事故が多発する時間帯
　先に高齢者の死亡事故については、その半数が歩
行中に発生しており、また、高齢者の歩行中の死亡
事故の多くは夕方の17時台から19時台および明け方
の５時台から６時台のいわゆる薄暮・薄明時間帯に
発生していることを示した。
　Fig.12は歩行中の事故発生時間帯別負傷者数であ
るが、高齢者において午前中と午後にそれぞれ弱い
ピークが認められるものの、死者数のグラフ（Fig.7）
で見られた薄暮時間帯のピークのような顕著な特徴
は認められない。負傷者数の増減は事故件数の増減
に比例するものと考えられ、また、その時間毎の増
減は外出して歩行している高齢者の数の多寡と相関
があるものと考えられる。負傷者数のピークを形成
する午前中の10時前後および午後の５時前後には多
数の高齢者が外出しており、例えば午前中は通院や
訪問等での外出、午後は夕方に買い物や散歩等で外
出し、昼食の時間帯や夜間はほとんど出歩かないと
いう外出行動の実態が見えてくる。
　このように時間帯別の負傷者数の増減パターンは
死者数の増減パターンと大きく異なり、死者数のピ
ークが形成されていた夕方の時間帯は必ずしも事故
が多発しているわけではないことがわかる。負傷者
数に比べて死者数が多いということの解釈として、
この時間帯に致死率の高い事故が発生しているとの
説明が可能であり、この時間帯の事故には致死率を

高める何らかの要因が介在していることを推測させ
るものである。
　すなわち、この時間帯はいわゆる薄暮・薄明の時
間帯であり、昼間と比較すると視認性が大きく低下
していると考えられ、運転者は歩行者の存在に気づ
くのが遅れたり、または全く気づくことなく歩行者
と衝突する事故の発生が推測できる。昼間であれば
歩行者の存在に気づき減速する等の措置が可能であ
り、たとえ衝突するに至ったとしても衝突時の速度
は低下していることが期待できるが、存在に気づか
なかった場合は減速することなく衝突することによ
り、事故の致死率も高くなるのである。
　夏至を含む上半期には死者数のピークの時間帯が
午後７時頃になるのに対し、下半期には午後５時頃
とピークが早い時刻にずれている統計などからも、
視認性の低下が致死率を高める要因として介在して
いる蓋然性は高いものと考えられる。
　なおFig.13は歩行者以外も含め全体の月別死者数
のトレンドを過去10年間について５年ごとに並列し
て見たグラフであるが、春から年末に向けて死者数
が増大し年明けに減少するという増減を繰り返しな
がら毎年少しずつ死者数が減少している。夜の時間
が長くなる年末に向けて死者数が増大する傾向にあ
ることを示すものと解釈できる。
　夜間の事故の死者数は近年若年層で大きく減少し
ているものの、高齢者、特に75歳以上でほぼ横ばい
であり、最近は若年層の死者数を上回っている。月
間の死者数が年末に向けて増大しているのは夜間の
死亡事故によるところが大きいものであるが、従前
の若年層に替わって最近は高齢者の夜間歩行中の死
亡事故が全体の死者数のトレンドを形成するに至っ
ており、全体の傾向自体は変わらないものの事故の
内容からは高齢者の事故が若年者の事故に取って代
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Fig. 13　月別死者数の推移（過去10年間）



わられてきている実態が見える。
　３−５　高齢者に特徴的な違反
　先に高齢運転者が第１当事者となる原付以上運転
者の事故の違反の状況を高齢者と高齢者以外で比較
した結果、年齢層で違いが見られたのは一時不停止
違反、通行区分違反、運転操作不適による安全運転
義務違反及び最高速度違反であり、最後の最高速度
違反を除くといずれも高齢者側の違反の割合が高い
との結果が得られた（Fig.8）。 一時不停止と通行区分
は一般的な注意力を持っていれば標識に気づくと考
えられる中で高齢者の注意力に問題があることを推
測させ、また、運転操作不適は運動能力の低下を推
測させるものであり、高齢者の運転時における当該
能力の低下は人間の身体能力は加齢により低下する
という一般的傾向と一致した結果となっているよう
に思われる。
　また、歩行者である高齢者が第１当事者または第
２当事者となった死亡事故について違反の有無につ
いて見たところ、高齢者に特徴的に横断違反の割合
が高いとの結果が得られた。道路を安全に横断する
行為は人間の感覚を総動員して遂行する大変な作業
である。左右の道路に車が存在するか、自分の方向
に進んできているのか自分から遠ざかっているのか、
自分のところからどれくらいの距離にいるのか、ど
れくらいの速度で走っているのか、自分の歩く速度
を考えると車が自分のところに到着するまでに渡り
きれるかを瞬時に判断し行動を起こさなければなら
ないきわめて高度な判断能力および身体能力が求め
られるものと考えられる。
　すなわち上記のようなさまざまな感覚の一つでも
欠けてしまうと途端に当人に危険がもたらされるも
のであり、高齢者は身体機能に特段の問題を認めな
い者以上に細心の注意を払うべきところそのような
注意が払われていない実態があることがグラフから

読み取れると思う。

　４．高齢者の交通事故を抑止するために

　４−１　高齢者の死者数の減少を阻むもの
　高齢層の死者数が他の年齢層と比較してあまり減
少してこなかった理由についていくつか考察する。
　一つは高齢層の人口は唯一増大しているというこ
とである。人口10万人当たり死者数の推移を見てみ
ると、高齢者の死者数も他の年齢同様最近は減少し
てきており（Fig.14）、高齢者においても事故自体は
抑止されているが、人口が年々増加している分死者
数の減少を相殺し、数から見ると減少していないよ
うに見えるのである。
　二つ目は高齢者の致死率（死傷者数に対する死者
数の割合であり、致死率が高いということは事故の
発生に対して死亡に至る確率が高いことを示す）が
高いことである（Fig.15）。同様の事故が発生したと
しても高齢者の場合死に至る確率が高いということ
を意味しており、この事実は高齢者の死者数の減少
に対してはマイナスに作用してきたと考えられる。
高齢者においては他の年齢層と同様の取り組みをし
ていては不十分であり、より手厚い対策が求められ
ることを示唆する事実である。
　三つ目は高齢層の身体機能が他の年齢層と比較し
て低下するということである。この事実は交通事故
抑止対策を推進するためには高齢層を他の年齢層と
同一に考えることはできないということを示してい
る。
　身体機能の低下は高齢者の死者数の減少を抑制す
る方向に作用してきたと考えられるが、先の致死率
と同様高齢者に対しては事故抑止のための手厚い対
策を講ずる必要があることを意味する。
　４−２　高齢運転者に対する対策
　次に高齢運転者に対する対策として導入された講
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習予備検査について制度の
内容と導入後の状況につい
て説明するとともに、死者
の多くを占める高齢歩行者
の交通事故抑止対策につい
て考察する。
１）講習予備検査（認知機
能検査）制度の導入

　高齢者の免許保有者の大
幅な増加が予想される中、
高齢運転者による事故は増
加傾向にあり、また、認知
症によって運転免許の取消
処分となる者が、平成14年は５人であったのが、平
成20年には約33倍の165人と大幅に増加してきた現
状を踏まえ、年齢75歳以上の者が運転免許証（以下、
免許証）の更新を受ける場合に免許証の更新期間が
満了する日前６月以内に都道府県公安委員会（以下、
公安委員会）が行う講習予備検査の受検を義務化し、
検査結果に基づいた効果的な高齢者講習を実施する
制度として講習予備検査が導入された（Fig.16）。
　先に見たとおり、高齢運転者は運転に必要な記憶
力・判断力等の認知機能の低下が原因とみられる出
会い頭の事故や一時不停止による事故等の割合が高
かったことから、年齢75歳以上の免許保有者に免許
証の更新等の機会に当該検査を受検させ、その検査
結果に基づいたきめ細かな高齢者講習を行うことに
より、高齢運転者の交通事故の防止と安全運転を継
続して支援することを目的としている。
　これと併せて認知症のおそれのある高齢運転者を
早期に把握し、一定の交通違反行為があった場合に
は、必要的に専門医または主治医の診断を受診させ、
診断結果に基づく免許の取消し等の行政処分を行う
ことにより、道路における交通の安全も確保するこ
ととした。
２）検査の方法
　講習予備検査は、記憶力・判断力を測定する検査
であり、Fig.17のア〜ウの三つの検査項目について、
検査用紙に受検者が記入して実施する。検査終了後、
指定の計算式により採点が行われ、その点数に応じ
て、「記憶力・判断力が低くなっている」「記憶力・
判断力が少し低くなっている」「記憶力・判断力に
心配のない」と判定が行われる（検査実施から判定
の通知まで約30分である）。その後検査結果に基づ
いた高齢者講習が行われる。
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Fig. 16　講習予備検査の概要

 検査結果の算出数式　
総合点＝7.731＋0.641×時間の見当識－0.523
　　　　　×手がかり再生－0.315×時計描画
【36点以上】記憶力・判断力が低くなっている＝第１分類
【0点～36点未満】記憶力・判断力が少し低くなっている＝第2分類
【0点以下】記憶力・判断力に心配はない＝第3分類

４種類のイラストが記載されたボードを示しながら、「これは、に
わとりです。これは、バラです」と順次説明した上で、「この中に
鳥がいます。それは何ですか？」とそれぞれの回答を確認し、４
枚のボードで計16種類のイラストの記憶を促す。

②手がかり再生（記憶）

・白紙の回答用紙に時計の文字盤を描く
・指定した時刻（例：11時10分）を示すように時計の針を描く

③時計描画

ア）講習予備検査を行っている時の年月日、曜日および時
刻を記述させる＝時間の見当識

イ）16の物の図画を名称および分類とともに示し、一定の
時間が経過した後に名称を記述させる＝手がかり再生

ウ）時計の文字盤を描かせた後に、指示した時刻を長針お
よび短針により表示させる＝時計描画

Fig. 17　講習予備検査項目



　講習予備検査の結果、点数が36点以上の第一分類
に該当するもの（以下、基準該当者）が、政令で定め
る一定の違反行為（以下、基準行為。Fig.18）をして
いた場合には、臨時適性検査が行われる。
　この基準該当者を定める点数を「36点以上」とし
たのは、講習予備検査の結果と専門医の診断結果と
の関係を統計的に分析し、可能な限り認知症でない
者が講習予備検査において、基準該当者と判定され
ることがないようにするために設定されたものであ
る。
３）臨時適性検査（専門医の診断）（Fig.19）
　講習予備検査の結果、第１分類と判定され、免許
証の更新を行い、免許証の更新期間満了日の１年前
の日から更新申請の前日までの間に信号無視等の基
準行為をしていた者または更新申請の日以後に基準
行為をしていた者に対して、臨時適性検査（専門医
による診断。主治医の診断書に替えることもできる）
を行う。臨時適性検査の結果により、認知症と診断
された場合、運転免許の取消し処分がなされる。 
４）高齢者講習制度

　高齢者講習は、加齢による身体機能の低下が運転
に及ぼす影響を受講者が理解し、安全運転を継続す
るために実施するもので、年齢70歳以上の高齢の更
新者を対象として実施するものである。70歳から74
歳までを対象とした高齢者講習は、座学・ディスカ
ッション、運転適性指導、実車指導の三つの指導か
らなり、それぞれ１時間、計３時間行われる。
　具体的な講習内容は、座学で高齢者に多い事故の
特徴、加齢による身体機能の低下等について説明し
た後、座学の内容（事故事例）およびヒヤリハット体
験等を基にディスカッションを行う。運転適性指導
では、運転操作検査器を用いて運転操作の反応速度
や正確性を測定、動体視力検査器、夜間視力検査お
よび視野検査により測定した結果に基づいて安全運
転を指導する。実車指導では、指導員が個別に運転
行動を観察し、その結果に基づき安全運転を指導す
る。
　また、75歳以上を対象とした高齢者講習について
は、講習の前に講習予備検査を受検することとされ
ており、検査結果に応じた内容の講習が行われる。
講習時間は、講習予備検査が30分、高齢者講習が２
時間30分の合計３時間行われる。
　具体的内容は、座学で高齢者に多い事故の特徴、
加齢による身体機能の低下等について説明（30分）、
運転適正指導では、運転操作検査器を用いて運転操
作の反応速度や正確性を測定、動体視力検査器、夜
間視力検査器および視野検査器により測定した結果
に基づいて安全運転指導を行う。
　実車指導では、講習予備検査の結果によって指導
方法を変え、指導員が個別に運転行動を観察し、そ
の結果に基づき安全運転の指導（１時間）を実施する。
５）講習予備検査の実施状況

　講習予備検査制度施行後
１年間（平成21年６月〜平
成22年５月）に総受検者数
762,773人が受検し、第１分
類に判定された者14 ,189人
（1.9％）、第２分類に判定さ
れた者188,935人（24.8％）、
第３分類に判定された者
559,649人（73.4％）であった。
　平成22年５月末現在、講
習予備検査で第１分類と判
定され、改正法の施行日で
ある昨年６月以降に信号無
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1.基準行為の判定時期
⑴更新期間満了日の１年前～更新申請書提出の前日までの基準行為
⑵更新申請書の提出後の基準行為　

2.基準行為（政令で規定）
・信号無視　　　・通行禁止違反　　　・通行区分違反（右側通行等）
・通行帯違反　　・進路変更禁止違反　・転回、後退等禁止違反
・踏切不停止　　・しゃ断踏切立入り　・指定通行区分違反
・一時不停止　　・交差点優先車妨害　・優先道路通行車妨害
・徐行場所違反　・横断歩行者等妨害　・交差点安全進行義務違反

更新期間満了日の１年前

⑴ ⑵

更新申請日 更新期間満了日

Fig. 19　免許更新後の臨時適性検査

Fig. 18　基準行為
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視や一時不停止等の特定の交通違反を行った者のう
ち、免許証の更新を行って臨時適性検査の対象とな
った者が102人、このうち、認知症と診断されて免
許の取消し処分を受けた者は28人となっていた。
　また、第１分類と判定され、かつ高齢者講習にお
いて明らかに運転に支障が認められたことにより、
警察に通報がなされた142人のうち、 免許を失効させ
た者が35人、免許を取消しされた者が49人いた（49
人の内訳は、申請取消し38人、臨時適性検査２人、
主治医の診断書９人）。過去５年間の統計を見ても、
申請による運転免許の取消し件数は年々増加してい
る。
　各都道府県内の自動車教習所において講習予備検
査を受検した年齢75歳以上の受検者に対して、検査
の説明、検査を受検しての感想、検査の難度、検査
に対する感想等に関するアンケートを実施したとこ
ろ、Table 1のとおりであった。
　受検者からの意見・要望としては、「自分の記憶
力・判断力の程度がわかってよかった」「手がかり
再生の検査が難しい」と講習予備検査制度の導入に
ついては必要性を認めており、また検査項目では、
手がかり再生の難易度が高いとの意見となっていた。
　検査員からの意見・要望では「検査に慣れていな
いため、検査に時間がかかる」と検査要領について
は、継続実施することにより改善できるとの意見と
なっていた。
　また、平成21年11月16日から11月27日までの２週
間に講習予備検査の受検者4,299人に対して実施した
結果は、 Table 2のようになった。
　普段の運転頻度については、「ほぼ毎日運転して
いる」は６割、「運転経歴証明書制度について知っ
ている」４割、「自分の運転能力について自信があ
る」または「普通の高齢者と同じくらいである」が
97％であった。
６）制度の検証
　今後、高齢者の運転免許保有者数と認知症はさら
に増加することが見込まれ、講習予備検査と高齢者
講習等の高齢運転者への安全対策はますます重要と
なってくると考える。
　講習予備検査は、「記憶力・判断力が低下してい
る」と認められ、特定の違反行為がある場合には、
臨時適性検査を行うこととなるため、講習予備検査
の判定基準を設けるにあたっては、できる限り、認
知症でない者が基準該当者として判定されることの
ないよう、これまでの調査研究から得られた知見に

基づき基準を設定している。
　臨時適性検査の対象者の多くは、認知症と診断さ
れる可能性が高いものと考えられるが、今後はその
動向を注視する一方で、同時に検査の結果、基準に
該当しないと判定された者による交通事故の発生状
況などについても分析し、検査の判定基準がより適
切なものであるかどうかについて検証し必要に応じ
て改善を行う予定である。
　また、講習予備検査に基づいて実施される高齢者
講習においては、運転適性検査の結果に基づいて指
導を行っているが、高齢者の安全運転の継続を支援
する観点から、動体視力、夜間視力、水平視野等の
身体機能の低下が見られる高齢運転者に対する高齢
者講習をさらに充実させるため、今後、アンケート
調査および文献調査を行うとともに、簡易シミュレ
ーターによる実験を行い、高齢者の動体視力等と運

Feb., 2011ＩＡＴＳＳ　Ｒｅｖｉｅｗ　Ｖｏｌ．３５，Ｎｏ．３ （　　）２５

高齢者交通事故低減に向けた取り組み 169

Table 1　７５歳以上の講習予備検査受検者に対してのアンケー
ト結果

【問】検査の説明は、わかりやすかったですか？
　　　　わかりやすかった ２，０６４名（９４．０%）
　　　　わかりにくかった １０５名　（４．８%）
　　　　わからない ２７名　（１．２%）
【問】検査を実際にやってみて、どう感じましたか？
　　　　簡単だった ２３９名（１０．９%）
　　　　普通だった １，３７４名（６２．６%）
　　　　難しかった ５６０名（２５．５%）
　　　　わからない ２２名　（１．０%）
【問】どの検査が難しかったですか？
　　　　時間の見当識 ９２名　（４．３%）
　　　　手がかり再生 １，８９１名（８８．４%）
　　　　時計描画  ７３名　（３．４%）
　　　　わからない  ８３名　（３．９%）
【問】検査についてどう思いますか？
　　　　記憶力・判断力の状況がわかってためになった
 １，７９７名（８３．２%）
　　　　検査を受けるのは仕方がない ２７３名（１２．６%）
　　　　検査は受けたくない ５０名　（２．３%）
　　　　わからない ４１名　（１．９%）

注１）回答者数：2,198名。
　２）一部未回答の質問項目があるため、合計の値が一致しないも

のがある。

Table 2　運転状況等に関するアンケート結果

ア．普段の運転頻度はどのくらいか（回答合計４，２４０人）
　　　ほぼ毎日…２，４６８人　　　週に数回…１，１０２人　
　　　週に１回程度…４２４人　　月に１回程度…１２０人　
　　　ほとんどしない…７９人　まったくしない…４７人
イ．運転経歴証明書制度を知っているか（回答合計４，１６２人）
　　　知っている…１，５４９人　知らない…２，６１３人
ウ．自分の運転能力をどのように考えているか（４，１８１人）
　　　自信がある…１，２１１人　　自信がない…１１７人　　
　　　普通の高齢者と同じくらいである…２，８５３人



転動作との相関関係について分析し、高齢者講習の
カリキュラムについても調査研究を行うこととして
いる。
　４−３　高齢歩行者等に対する対策
１）正しい情報の提供を
　高齢者の事故を抑止するためには、まず高齢者を
含めすべての国民が交通事故を取り巻く現状を正し
く知ることが必要である。高齢化の進展とともに交
通事故の形も大きく変わってきている。死亡事故の
半数は高齢者に係る事故であり、さらにその半数は
歩行中に発生していること、また、夕方の薄暮時間
帯に多く発生しているという事実を、まず高齢者自
身が認識する必要がある。
　事故に遭遇しないためには事故に対する心構えが
できているかが重要であり、その心構えをするため
にも正しい情報は不可欠である。例えば高齢者の交
通事故は自宅から遠くないところで多く発生してい
る事実がある（Fig.20）。高齢者の移動範囲は若年者
に比べて一般的には狭いことから、この事実は当た
り前といえば当たり前の事実なのではあるが、高齢
者は通り慣れた近所の道で事故に遭うはずがないと
思いこんでいることはないだろうか。
　高齢者は加齢に伴う身体機能の低下により、危機
を回避する力も低下することが予定され、どこが危
ないのか危なくないのかを事前に情報として保有し
ておくことは低下した能力を補完する上で大変重要
であると考えられる。安全と思っていた近所の道路
が実は危険に溢れているという正しい認識をあらか
じめもってもらうため、情報の提供を積極的に進め
る必要がある。
　都道府県警察においては、高齢者が訪れる機会の
多い施設（理美容店、銭湯、スーパーマーケット、

医院、薬局、お寺など）や交通機関（バスガイドな
ど）の協力を得て、それぞれ高齢者の事故に係る情
報を提供し、その情報を各施設等から高齢者にアド
バイスしてもらう取り組みを推進し、高齢者の交通
安全意識の醸成に努めているところであり、引き続
き情報提供の場の拡大を図る試みを模索していると
ころである。
２）違反を犯さないために
　高齢運転者は一時不停止違反、通行区分違反、運
転操作不適による安全運転義務違反を犯しやすいこ
とが特徴的であったが、とっさの判断でのミス、標
識の見落としなど、いわゆる加齢に伴う知覚機能や
運動機能等の身体機能の低下が疑われるものである。
自分では若いつもりでいても年齢とともに身体機能
は確実に変化していることを高齢になるほど十分認
識しなければならない。若い頃から蓄積され習慣化
された行為を疑い、これを見直すということはなか
なか難しいことではあるが、少なくとも自らの運転
技術、感覚を過信しないことが高齢者にとって若年
者以上に大切である。
　先に高齢者を対象とした高齢者講習や講習予備検
査について説明した。このような機会に自身の知覚
機能・身体機能をチェックし、自分の体の状態を常
に見守りながら、また、見守ってもらいながら安全
運転を行っていくことに心がけるべきである。
　また、高齢歩行者の交通事故において歩行者側に
違反が認められるケースが多いことにも留意する必
要がある。歩行中の死者の６割に違反が認められ、
高齢者は特に横断中の違反が顕著であることは前述
したところである。
　横断歩道外での横断や車両前後横断等交通法規に
反した結果の事故は、高齢者自ら招いているとの厳
しい見方もできると思うが、このような違反を犯す
原因として必ずしも高齢者を責められない点が二つ
ある。一つは前述した加齢に伴う身体機能の低下で
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ある。見えるはずのものが見えない、思うような行
動がとれず危機回避ができないなど若年者と同様の
身体機能レベルを要求することでは解決できない原
因である。もう一つは交通法規、ルールを学ぶ機会
の欠如である。
　Fig.21は歩行中死亡した高齢者の免許保有の有無
をグラフ化したものである。若年者に比べて高齢者
の免許保有率は未だ低い状況があるが、歩行中事故
に遭った者の82％は免許を保有していないという結
果は注目すべき数字である。現在、高齢者全体の免
許保有率は約58％であり、平均して高齢者の42％が
免許を持っていない中で、事故に遭遇して亡くなっ
た高齢者に限定するとその82％は免許を保有してい
ないという事実は、免許持っていないことを理由と
して事故に遭遇する確率が高いと判断せざるを得な
い結果である。
　免許を保有していない高齢者は過去に免許取得時
講習、更新時講習を受けていないことが推測され、
その他交通安全教育を受ける機会がなかったとする
と交通法規等に触れるチャンスはなく知識も不十分
であり、意図せずして法令違反を犯し事故に巻き込
まれる可能性がある。もちろん学ぶ機会があれば事
故に遭わないと言い切れないのは交通法規・ルール
を学んでいるはずの若年者が同様に事故に遭ってい
ることを考えれば明らかではあるが、交通法規・ル
ールなどをきちんと学ぶ機会に恵まれなかったとす
ると交通環境の中では大いにハンデとなるものであ
る。先に述べた事故を回避する力の低下を補完する
観点からも交通法規・ルールを知識として有してい
ることは最低限必要であり、それによって事故が抑
止される蓋然性は高いものと考える。
　都道府県警察等においても高齢者と接する機会の
多い関係者等の協力を得ながら、特に情報に接する
機会の少ない高齢者に対して安全指導を行う場を作
り、また、そのような高齢者のお宅を直接訪問して
指導する等さまざまな取り組みを推進しているとこ
ろである。
３）身体機能の低下とつきあう
　高齢者の道路横断時の交通事故の多さは加齢によ
る身体機能は低下が顕在化した典型的な例であると
考える。高齢者はもちろんこのような機能の低下等
には気づいており日頃から細心の注意をもって行動
しているものと考えるが、日常的な行動から外れた
とっさの時の行動において判断を誤り、間違った行
動をとってしまうことが多いように見受けられる。

高齢者に限らず条件反射的に無意識に行動してしま
うようなとき、過去の記憶（例えば自分の若い頃は
持ち前の瞬発力を利用してとっさに危機を回避した、
また、これくらいの道幅の道路を横断するには車が
これくらい遠くにいれば十分渡りきれたなどの記憶）
をたよりに、とっさに行動すると考えられるが、こ
れが誤った記憶である場合（実際、身体機能の低下
した自分の現在の状態に照らすと、誤った記憶とな
るだろう）結果はきわめて重大、かつ致命的なもの
となる。このようなことにならないよう、過去の記
憶を現在の自分に合ったものに修正する必要がある
が、このようなことは一朝一夕にできるものではな
い。機能が低下するというマイナスイメージを自分
に重ね合わせたくないという感情的な問題があり、
また、過去の長い期間の積み重ねですり込まれた記
憶をいったん白紙にし、新たな状態を体に教え込む
ことは大変困難な作業であろう。しかし、機能低下
が避けられないものである以上、年代に応じたギア
チェンジを行い、これと上手につきあっていくこと
は交通事故のみならず高齢者の生活におけるさまざ
まな危機を回避し、安全な生活を送っていく上での
大切な能力の一つであると考える。
　都道府県警察等では、交通安全教室等において例
えば歩行シミュレータを活用し、画面上の車の動き
を確認しながら実際に道路を横断している場面を体
験させ、大丈夫と判断して渡り始めたものの渡りき
る前に車が到達してしまう等高齢者の機能低下を自
覚してもらうカリキュラムを導入し、若い頃とは違
うことを実感してもらいその対処方法を教示する取
り組みを行う等さまざまな工夫をこらした参加・体
験・実践型の教育を推進している。
４）フェールセーフの考え方
　高齢者の加齢に伴う身体機能の低下は、例えば運
動能力の低下、危機を回避する力の低下、適応力の
低下などさまざまな場面に現れてくるものと考えら
れる。高齢者の事故を抑止するためには可能であれ
ばこれら機能の低下を回復させることが重要であり、
また、回復が困難ということであれば機能低下を前
提としてこれを補完する措置を別途考える必要があ
る。
　人間が遭遇する一般的な事故を防止する手法の一
つの考え方としてフェールセーフというものがある。
人間というものは間違える、誤るものであるという
前提に立って、たとえ間違った行動をしたとしても
事故にならないような安全措置を予め講ずるという
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考え方である。
　これは交通の現場でも有効な考え方であり、この
観点からの取り組みも求められる。
　例えば、高齢歩行者の事故が夕方日没後のいわゆ
る薄暮の時間帯に多く発生している事実があった。
当時間帯は明るさが徐々に減ずることで歩行者、運
転者の双方において意識しないうちに視認性の悪化
により認知力の低下をもたらし、発見の遅れ等が事
故の主因となっている可能性があり、事故防止のた
めには低下した認知力を回復する方策をとり自らの
存在をいち早く相手に知らせることが重要である。
そのための措置として有効と考えられるのが反射材
の着用である。
　視認性の悪い時間帯に誤って道路に飛び出してし
まった場合においても、あらかじめ運転者に対して
自らの存在を知らせることで事故を抑止することが
できる。フェールセーフの典型的な例とは言えない
ものの、事故を未然に防ぐための措置として理解す
ることはできるのではないだろうか。
　反射材はわが国においてはまだ普及していると言
える状況にはないが（全日本交通安全協会の平成22
年１月の調査２） によると平均で10.3％という結果が
得られている）、フィンランドなど北欧を中心とし
た海外では普及率の高い国もあり、夜間の交通事故
の抑止に役立っているという報告３、４）もある等その
普及はきわめて重要である。都道府県警察において
もその普及のため街頭において高齢歩行者に直接貼
付し、また、高齢者宅を訪問し反射材の効果を理解
してもらうとともに反射材を貼付する等の活動を推
進している。
　また、先にも触れたところであるが高齢者の事故
の特徴として致死率が高いという事実があり、事故
を回避できなかった場合でも衝撃を緩和できれば致
命的な結果とはならない可能性がある。保護具の着
用はその一例であり、例えば死に至る可能性が高い
頭部へのダメージを防ぐため自転車乗用時には常に
ヘルメットを着用することもフェールセーフの観点
から重要である。
　常に万が一の事態を見据えこれを回避する措置を
講ずることは一見無駄に見える行為をあえて行う態
度であり、例えば遠回りになるけれども横断歩道を
渡る等日常生活においてよく経験し、かつ、どちら
かというと選択しづらい行動ではあるが、事故を回
避する場面ではしばしば試される大変重要な危機管
理能力の一つだと考える。高齢者はこの事故回避に

意識が及ばなくなりがちだろうから、特に意識して
これら行動を習慣化させることが求められるものと
考える。
５）高齢者に対する気配り
　さて高齢者の事故抑止の問題は、高齢者に対して
十分な教育をし、加齢に伴う身体機能の低下を理解
してもらい各種交通事故の情報も伝えたらあとは自
らの命は自ら守ってください、最後は自己責任です
よと言い放って解決する問題ではない。高齢者は若
年者と異なり身体機能の衰えがある等若年者と同列
にみなすことはできず、機能低下に伴う特有の行動
があることを周囲の高齢者以外の者が十分に認識す
ることが重要である。その上で高齢者に対するサポ
ート、より気を配った運転等を行うことがなければ
意味がないものと考える。
　なお、運転している高齢者は周りの者から気づか
れない可能性があり、気づいてもらうため高齢運転
者標識を表示することも必要であると考える。周囲
の者から配慮してもらうため高齢者としても交通現
場に参入するに際してのマナーであるとの観点から、
高齢者も積極的に表示に心がけることも必要ではな
いかと考える。
　また、高齢者以外の者は高齢運転者標識を表示し
ている車を見かけたら、また、路上の高齢歩行者を
見かけたら、身体機能が低下し若年者のように行動
できない高齢者の気持ちになって無理な運転を強い
ることのないよう、また、歩行者を慌てさせパニッ
クを引き起こすことのないよう配慮することに心が
けるべきことは、交通現場に参入するに際してのル
ールである。高齢者が歩行している可能性が高い地
域では突然飛び出してくることもあることを前提に
いざというときに直ちに止まれる速度で走行するこ
とにも心がけるべきであろう。
　将来、身体機能の低下は誰の身にも必ず訪れるも
のであり、高齢者に対して配慮の欠けた運転を行う
者は、将来の自分に向かって配慮の欠けた運転を行
っているのだということ、そのような配慮の欠けた
運転をされた将来の自分はどう思うか、それでもな
お高齢者に対して配慮に欠けた運転をするのかとい
うことについて想像力を逞しくして考えてみること
も必要であろう。高齢者に対して敬意をもって接す
ることは社会の一員として求められる一交通現場に
とどまらないモラルと認識すべきであると考える。
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　以上、高齢者の事故を低減するための方策につい
ていくつか述べてきた。冒頭にも述べたとおり日本
の高齢化率（高齢者人口の全人口に占める割合）の上
昇は世界でもトップクラスの速度で進行しており、
今世紀の半ばには５人に２人は65歳以上の高齢者に
なることが予想されている。超高齢社会の到来は、
交通の現場をも一変させ、交通事故を取り巻く状況
も変わり、必然的に従前とは異なる新たな取り組み
が求められることになるだろう。
　本稿では高齢者の致死率の高さ、高齢者の身体機
能の低下が死亡事故抑止の隘路となっていることに
注目し、致死率の高さを軽減し、また、身体機能の
低下を補完するための方策として、情報の提供や機
能低下について身をもって体験する等徹底した教育
指導を行う等人間の側の自己防衛意識、事故回避能
力を高めることに重点を置いた措置に解決方策を求
めてきた。加えて、高齢者以外の者についても高齢
者の事故の特徴を学び、高齢者に対する配慮が重要
でありこれを交通マナーとして実践すべきことを述

べてきた。
　しかし、完全なる事故抑止のためには上記のよう
に人間の側に問題の全ての解決を求めることはでき
ないものであり、車両、施設を含めた交通環境を構
成する様々なファクターについて総合的な対策が求
められるものであることを付記し本稿を閉じること
とする。
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